
平成26年10月1日以後に
開始する事業年度

令和元年10月1日以後に
開始する事業年度

令和2年4月1日以後に
開始する事業年度

令和4年4月1日以後に
開始する事業年度

（２）保険業法に規定する相互会社

平成26年10月1日以後に
開始する事業年度

令和元年10月1日以後に
開始する事業年度

令和2年4月1日以後に
開始する事業年度

令和4年4月1日以後に
開始する事業年度

３.４％

５.１％

６.７％

３.４％

 　所得のうち年400万円を超える金額 ４.６％

６.７％

４.６％

０.９％
収入割額

＊５

０.９％ １.０％

＊　 地方税法第72条の2第1項第１号に掲げる事業（以下＊2、＊3及び同条同項第4号（特定ガス供給業）以外の事業税課税事業）：所得等課税事業

＊2　地方税法第72条の2第1項第２号に掲げる事業（送配電事業、ガス供給業（令和4年4月1日以後に開始する事業年度は導管ガス供給業のみ）、保険業 等）：収入金額課税事業

＊3　地方税法第72条の2第1項第３号に掲げる事業（小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業）：収入金額等課税事業

＊4、＊5、＊6　特別税の課税標準

※ 特別法人のうち特定の協同組合等の年１０億円超の所得に係る税率は 平成26年10月1日以後令和元年9月30日までに開始する事業年度が５.５％、 令和元年10月1日以後に開始する事業年度が５.７％となります。

平成26年10月1日から
令和元年9月30日までに
開始する事業年度

令和元年10月1日以後に
開始する事業年度

令和2年4月1日以後に
開始する事業年度

令和4年4月1日以後に
開始する事業年度

３０％

年額 ８４０,０００円

　四　資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１０億円を超え５０億円以下であるもの　

　五　資本金等の額を有する法人で資本金等の額が５０億円を超えるもの

収入割額
＊６

収入割

１.８５％

０.７５％

法人税割 　　税　　　率 ３.２％
（超過税率４.０％）

１.０％
（超過税率１.８％）

　（注）平成22年9月30日以前に解散（合併による解散を除く。）した法人の税率は解散時の税率（超過税率）です。（清算所得に限る。）

（※1）平成20年4月から森林環境税がスタートしました。

（※2）法人税割額の超過税率について（昭和51年2月1日から令和9年1月31日までの間に終了する事業年度分に限る。）

※資本金等の額について
　法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は令和2年改正前法人税法第2条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額（連結個別資本金等の額については、令和4年3月31日までに開始する事業年度に限る。）を
いいます。なお、保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額として政令で定めるところにより算定した金額です。
　◆平成２７年4月1日以後に開始する事業年度から、資本金等の額は、原則、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額とし、無償増減資がある場合はその額を加減算した金額となります。
また、資本金等の額が、資本金と資本準備金の合計額を下回る場合は、資本金と資本準備金の合計額が資本金等の額とされます。

★法人県民税（均等割・法人税割）★

　三　資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１億円を超え１０億円以下であるもの

　　ロ　人格のない社団等

　　ハ　一般社団法人・一般財団法人（いずれも非営利型法人（法人税法第２条第９号の２に規定す
　　　　る非営利型法人をいう。）に該当するものを除く。）

　　ニ　保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの（イか

　　　　らハまでに掲げる法人を除く。）

　　ホ　資本金等の額を有する法人（法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行わな

　　　　いもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。）で資本金等の額が

　　　　１,０００万円以下であるもの

　二　資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１,０００万円を超え１億円以下であるもの

区           分

均
　
　
等
　
　
割

　一　次に掲げる法人

　　イ　法人税法第２条第５号の公共法人及び地方税法第２４条第５項に規定する公益法人等のうち、

　　　　地方税法第２５条第１項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの（法人

　　　　税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。）

年額　 ２１,０００円

年額 　５２,５００円

年額 １３６,５００円

年額 ５６７,０００円

　対象となる法人は以下のとおりです。

（１）資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

（３）特定目的会社

（４）法人税割の課税標準となる法人税額が年1千万円を超える法人

（５）法人課税信託の引受けを行うもの

　森林環境を保全するなどの施策に充てる財源を確保するため、県内に事務所等を有し、均等割の納税義務がある法人（法人でない社団又は財団を含む。）は、平成20年4月1日以降に開始する事業年度から、均等割の
標準税率に5％を乗じた額を加算して納めていただくことになります。(上記の均等割の金額に森林環境税分は含まれます。）

区　　　　　　　　　　分 特別税の
課税標準

★法人事業税★
税　　率

所得割額
＊４

 　所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

　 所得のうち年800万円を超える金額

３.５％

５.３％

７.０％

３.５％

４.９％

７.０％

４.９％

第
１
号
に
掲
げ
る
事
業
＊

所得割

軽減税率
適用法人

普通法人等　

　 所得のうち年400万円以下の金額

特別法人　
 　所得のうち年400万円以下の金額

軽減税率
不適用法人

普通法人等
　資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、かつ、
　３県以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

特別法人
  資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、かつ、
　３県以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

１.０％

区　分　：　課　税　標　準

地方法人特別税 特別法人事業税

第１号に掲げる事業の所得割に係る特別税
法人事業税所得割額（普通法人）(*4)

４３.２%
法人事業税所得割額（特別法人）(*4)

３７％

３４.５％

★地方法人特別税・特別法人事業税★

第３号に掲げる事業＊3
小売発電事業等・発電事業等

・特定卸供給事業

所得割

第２号に掲げる事業＊2 送配電事業、ガス供給業、保険業 収入割

　第２号に掲げる事業の収入割に係る特別税：法人事業税収入割額(*5)

　第３号に掲げる事業の収入割に係る特別税：法人事業税収入割額(*6)

※　外形標準課税対象法人の事業税、特別法人事業税又は地方法人特別税の税率については別紙をご参照ください。

４３.２%
３０％

４０％

税 率 表

(※1)

(※2)


